


さいたま市教育委員会規則第４号 

さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則  

さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成１５年さいたま市教育委

員会規則第１号））の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改

正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、

次のとおりとする。  

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該

改正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
改正後  改正前  

（内部組織）  

第２条  事務局 に、次に 掲げる 部、課、

室及び係を置く 。  

 ［略］  

学校教育部  

［略］  

生徒指導課  

管理係  

 学校支援係  

 いじめ対策係  

［略］  

（内部組織）  

第２条  事務局 に、次に 掲げる 部、課、

室及び係を置く 。  

 ［略］  

学校教育部  

［略］  

生徒指導課  

管理係  

 学校支援係  

 

［略］  

  

（事務分掌）  

第３条  前条に 規定する 部、課 及び室の

事務分掌は、お おむね次 のとお りとす

る。  

 ［略］  

学校教育部  

［略］  

生徒指導課  

⑴～⑷  ［略］  

    ⑸  い じめの重 大事態 の調査に

関すること。  
  ⑹  児童生 徒の事故 に関す るこ

と。  

 ⑺  教職員研 修 (他の所管に 属す

るものを除く。 )に関す るこ

と。  
    ⑻  潤 いの時間 「人間 関係プロ

グラム」及び親 子支援プ ログ

（事務分掌）  

第３条  前条に 規定する 部、課 及び室の

事務分掌は、お おむね次 のとお りとす

る。  

 ［略］  

学校教育部  

［略］  

生徒指導課  

⑴～⑷  ［略］  

 

 

    ⑸  児 童生徒の 事故に 関するこ

と。  
    ⑹  教 職員研修 (他の 所管に属す

るものを除く。 )に関す るこ

と。  
    ⑺  潤 いの時間 「人間 関係プロ

グラム」及び親 子支援プ ログ



ラムに関するこ と。  
    ⑼  地 域に開か れた生 徒指導の

推進に関するこ と。  
［略］  

ラムに関するこ と。  
    ⑻  地 域に開か れた生 徒指導の

推進に関するこ と。  
  ［略］  

  

（職員）  （職員）   
第６条  [略 ] 

 
第６条  [略 ] 

２  事務局に理 事、副理 事、参 事又は副

参事を置くこと ができる 。  

２  事務局に理 事、副理 事、参 事、副参

事又は総合調整 幹を置く ことが でき

る。  

３  部に副理事 、次長、 参事又 は副参事

を置くことがで きる。  

３  部に副理事 、次長、 参事、 副参事、

調整幹又は参与 を置くこ とがで きる。  

４  課及び室に 、副参事 、主席 管理主

事、主席指導主 事、課長 補佐、 室長補

佐、主幹、主任 管理主事 、主任 指導主

事、総合調整幹 、調整幹 、専門 幹、参

与、主査、管理 主事又は 指導主 事を置

くことができる 。  

４  課及び室に 、副参事 、主席 管理主

事、主席指導主 事、課長 補佐、 室長補

佐、主幹、主任 管理主事 、主任 指導主

事、専門幹、参 与、主査 、管理 主事又

は指導主事を置 くことが できる 。  

５  施設又は機 関に、副 理事、 参事、副

参事、主席管理 主事、主 席指導 主事、

所長補佐、館長 補佐、主 幹、主 任管理

主事、主任指導 主事、総 合調整 幹、調

整幹、専門幹、 参与、主 査、管 理主事

又は指導主事を 置くこと ができ る。  

５  施設又は機 関に、副 理事、 参事、副

参事、主席管理 主事、主 席指導 主事、

所長補佐、館長 補佐、主 幹、主 任管理

主事、主任指導 主事、専 門幹、 参与、

主査、管理主事 又は指導 主事を 置くこ

とができる。  

６～９  [略 ] ６～９  [略 ] 
  

   附  則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。  


